
友人に簡単にもうかる話があると誘われ、

事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。

「高 額 な の で 支 払 え な い」と 言 っ た が

「大 体の人は1年で返 済できるから

借金すればよい」と言われ、

契約することにした。

消費者金融で年収

220万円のフリーター

と申告するように指示

され、その日のうちに

ATMで50万円を借り

入れて、事業者に送金

したが、解約したい。

（当事者：学生 女性）
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＊2022年4月から18歳で大人に！　一人で契約ができる反面、原則として一方的に

やめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがある

のか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。

●返せる見込みがないのに多額の借金を

抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ

返済できる」などと言われてもうのみに

せず、借金をしてまでの投資などはやめ

ましょう。

●「お金がない」と断ると、借金をするよう

に勧められ、金銭的に断る理由を封じら

れる場合があります。「お金がない」では

なく「いりません」ときっぱり断りましょう。

●借金やクレジット契約をする際に、うそ

の使用目的や職業、年収などを申告して

借りるよう指示されても、絶対に従っては

いけません。

●困ったときは、すぐにお住まいの自治体

の消費生活センター等にご相談ください

（消費者ホットライン188）。

ひ と こ と ア ド バ イ ス  

さぽーとくん 

借金するよう指示して

契約させる手口に注意


